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 【開会=午前９時５５分】 

 

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。 

本委員会に付託されました議案については、お手元に配付

した通りであります。既に説明が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。その前に委員長からお願いしておきま

す。委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答

弁をお願いします。また、執行部におかれましては、発言す

る前には挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから行

うようにお願いいたします。 

まず最初に、「第８２号 市道路線の認定について」を議題

といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

私からは議案書１３５ページから１３９ページの市道路線

認定図を基に質問をさせていただきます。今回だけではござ

いませんが、こういう議案が出る都度、路線図の添付された

類似の議案については、私は常に現場へ出向いて、現地確認

や周辺住民への聞き取りを行っております。今回新しくでき

た道路に加えて、接続する既存の道路も若干広くなったよう

な整備がされております。この工事も今回の認定の範囲内と

なるのでしょうか、教えてください。 

 

新しい道路が接続する既存道路の整備部分は、既存道路の

区域変更の手続きにて対応するため、今回の認定の範囲外と

なります。以上です。 

 

同じく２回目の質問になります。現場の確認に行く際に、

議案書の図面とか地図だけでは、現場の場所が本当にわから

ないことがよくあります。今回はＪＡさんが表記されていた

のでわかりやすかったのですが、何もない場合、非常にたど

り着くことが難しいときがあります。例えば今回のゲンキー

さんですね、ドラッグストアの、またはゲンキーさんと書か

ずにドラッグストアと表記していただくこととか、地図中に

何かランドマークを増やしていただくと認識性を高められる

かもしれません。ちょっと要望ですけど、地図をわかりやす

くしてほしいというお願いを申し上げます。 

 

要望でございますね。よろしくお願いいたします。 

その他質疑ありますか。 
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（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８２号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８２号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に議第８６号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

それでは、追加議案書の６１ページ、配水施設改良費につ

いて質問いたします。説明では、消火栓設備とありましたが、

どのような場所に設ける消火栓設備でしょうか。屋外の消火

栓設備とか、いわゆる公道にある消火栓を含む防災上の特殊

設備の場合、消防とも技術連携が必要かと思われますが、そ

の辺はどうなっているのでしょうか、消火栓について教えて

ください。 

 

お答えします。消火栓設備工事につきましては、消防から

消火栓の施工依頼を受けて、上下水道部が施工を実施してお

ります。今回の補正につきましても、消防からの施工依頼に

対応するものでございます。内容としましては、修繕が２件、

地上式消火栓から地下式消火栓への移設が３件の計５件で

す。消防と連携を図り工事を進めており、完成検査について

も、消防立会いのもと実施しております。以上です。 

 

他に質疑ありますか。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 
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（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８６号は原案の通り可決することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８６号は原案の通り可決すること

に決しました。 

次に議第８７号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

私からは６９ページの下水道事業、処理場費、光熱水費に

ついて質問いたします。この光熱費、電気代などの光熱水費

の増額というふうと聞いていますが、その内訳を教えてくだ

さい。 

 

電気料金高騰の内訳は、燃料調整費の上昇によるものです。

以上です。 

 

燃料調整費の増額というふうにお聞きしました。この電気

代の高騰に対処するために、こういう広大な敷地を擁する下

水処理場という構造について、本当に太陽光発電による自家

発電が有効であり、電気代の大幅削減が見込まれるというふ

うに私は考えています。早期導入を図って、先進事例として

全国の同種の施設に公表できないでしょうか。質問いたしま

す。 

 

浄化センターの施設内による太陽光発電導入につきまして

は、今後さらに施設の増設工事及び改築工事を進めていく必

要があるため、現在のところ実施する計画はございません。

以上です。 

 

他に質疑ありますか。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 
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議会総務課課
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（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８７号は原案通り可決することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８７号は原案通り可決することに

決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了いたし

ます。これをもちまして、産業建設委員会を終了いたします。

なお、委員長報告についてはご一任を願います。関係者以外

の方は退出していただいて結構です。ご苦労様でした。 

 

（執行部退出） 

 

【委員会終了＝午前１０時０５分】 

 

【協議会開始＝午前１０時０６分】 

 

まず、行政視察と管内視察について、当委員会でこの間、

仮称新濃尾大橋と、そして関ヶ原町、そして駅の南側の愛幸

さんの方へ管内視察に行きました。これについて私の方から

議長の方へ報告をしておきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

委員長から議長への報告ですけど、管内視察と行政視察と

あると思うんです。これ必ず報告しなきゃいけないものなの

か、確か議員派遣をした場合は必ず報告しなきゃいけないと

思うんですけど、今回は議員派遣という形で行っていません

よね。その取り扱いについてちょっと確認だけさせてくださ

い。 

 

行政視察につきましては、確か委員会条例１０５条で派遣

申請を議長宛て提出しておりますので、その関係で報告をす

ることになっております。あと２件の管内視察につきまして

は、こちら一応所管事務調査、確か平成３１年に民生文教委

員会が正木の活動を視察されたのが始まりだったと記憶して

おりますがそのときに委員会から、調査報告書を議長宛てに

提出しておりますので、それと同じような形で今回も取り扱
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藤川委員 

 

 

 

花村委員長 

 

 

 

っていただくことになってまいります。 

 

ひとつは行政視察ということと、もうふたつは所管事務調

査で行ったということですね。わかりました、ありがとうご

ざいます。 

 

よろしくお願いいたします。 

これ産業建設委員会協議会を終了します。 

 

  【協議会終了＝午前１０時０９分】 

 


